
様式第 17号(第 25 条関係)

国民健康保険出産育児一時金「差額」支給申請書

下記のとおり国民健康保険出産育児一時金の差額の支給を受けたいので、能美市

国民健康保険条例施行規則第２５条の規定に基づき申請します。

年 月 日

能 美 市 長 あて

住 所 能美市

世帯主 氏 名

電話番号 （ ） －

●添付書類● 医療機関等から交付された、費用の内訳が記載された『領収・明細書』の写し

（死産等の場合は、死産証書、火葬許可証等の写しも添付して下さい）

出産育児一時金の差額は、直接支払制度を利用した国民健康保険被保険者が出産した際に、出産費用が

５０万円（在胎週数が 12週～22 週の場合は４８万８，０００円）未満で収まった場合に支給されます。

母親の過去６ヶ月間の健康保険加入状況

能美市国保加入前に、全国健保等に「本人」として継続して
．．．．

1 年以上加入、かつ退職後６ヶ月以内に出産

⇒ 申請は取り下げ（全国健保等から支給）

加入世帯の国保税納付状況

□ 完納

□ 滞納

出産育児一時金差額 金 円

出生年月日 年 月 日 被保険者証の記号番号

出産者の

氏 名

ﾌﾘｶﾞﾅ

世帯主からみた続柄

振 込 先

振 込 先

金 融 機 関

銀 行

信用金庫

農 協

支 店

本 所

出張所

種別

１.普 通

２.当 座

３.その他

口座番号 口座名義人
コウザメイギ ニ ン


